
◎地方税法等の一部を改正する法律 
（平成一五年三月三一日法律第九号）   

一、提案理由（平成一五年三月三日・衆議院総務委員会） 

○片山国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び

内容の概要を御説明申し上げます。 

 現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあ

るべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不

動産取得税の税率の引き下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃

止、平成十五年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税

の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うととも

に、配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除の廃止、地方のたばこ税

の税率の引き上げ等所要の措置を一体として講ずる必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 その一は、住民税の改正であります。 

 個人住民税につきましては、一定の配当及び株式譲渡所得について、特別徴収方式を

実施することにより申告を不要とすることとし、あわせて、配偶者控除に上乗せされて

適用される部分の配偶者特別控除を廃止することとしております。 

 その二は、事業税の改正であります。 

 法人事業税につきましては、平成十五年度に、資本金一億円超の法人を対象として、

外形基準の割合を四分の一とする外形標準課税制度を創設し、平成十六年度から適用す

ることにしております。 

 その三は、土地税制の改正であります。 

 不動産取得税について、平成十五年四月一日から三年間、税率を一律三％に引き下げ、

特別土地保有税について、平成十五年度以降新たな課税は行わないこととし、新増設に

係る事業所税は平成十五年三月三十一日をもって廃止することとしております。また、

固定資産税及び都市計画税について、商業地等、住宅用地ともに現行の負担水準に応じ

た負担調整措置を継続することとしております。 

 その四は、地方のたばこ税の改正であります。 

 道府県及び市町村たばこ税の税率をあわせて千本当たり四百十円引き上げることとし

ております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一五年三月七日） 

○遠藤武彦君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきま

して、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、法人事業税について、資本金が一億円を超える法人を対象として、外形基準



の割合を四分の一とする外形標準課税制度を導入し、平成十六年度から適用するととも

に、不動産取得税等の土地関連流通課税の軽減、土地に係る固定資産税の現行負担調整

措置の継続、道府県民税配当割及び株式等譲渡所得割の創設等を行うものであります。 

 本案は、去る二月十八日に本委員会に付託され、三月三日に片山総務大臣から提案理

由の説明を聴取し、三月四日及び昨六日に質疑を行い、これを終局いたしました。次い

で、討論の後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年三月六日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権の進展に

応じて地方公共団体がより自主的かつ自立的な行財政運営を行えるよう、地方におけ

る歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立って、課税自主権を

尊重しつつ、税源移譲を含め、国と地方の税源配分の在り方を抜本的に見直し、地方

税源の充実確保を図ること。 

二 法人事業税について、現在収入金額を課税標準としている業種に関しては、今回の

法人事業税への外形標準課税導入の趣旨にかんがみ、個々の地方公共団体に与える影

響等も考慮しつつ、今後その課税の在り方の見直しに向けて、検討を行うこと。 

三 税制の簡素化、税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については引き続き

見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。 

三、参議院総務委員長報告（平成一五年三月二四日） 

○山崎力君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地方における現下の経済・財政状況等を踏まえ、経済社会の持続的活性

化実現のため、あるべき税制の構築に向けて、法人事業税への外形標準課税の導入、不

動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、

平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税

負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、

配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除の廃止、地方のたばこ税の税

率の引上げ等、所要の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、地方税財源の拡充と税源移譲、法人事業税への外形標準課税

導入の趣旨及び妥当性、固定資産税の安定性確保の必要性、税制改正による自動車税の

グリーン化への影響等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より、

社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対の旨の意見が述べら



れました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し四項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年三月二○日） 

 政府は、地方団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、

左記の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、地方税は地方団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権改革の進展に

対応し、地方団体がより自主的かつ自立的な行財政運営を行えるよう、地方における

歳出規模と地方税収入との乖離を縮小する観点から、課税自主権を尊重しつつ、税源

移譲を含め国と地方の税源配分の在り方を抜本的に見直し、地方税源の拡充強化を図

ること。 

二、法人事業税について、外形標準課税導入の趣旨にかんがみ、現在収入金額を課税標

準としている業種に関しては、個々の地方団体に与える影響等を考慮しつつ、今後そ

の課税の在り方の見直しに向けて、検討を行うこと。 

三、固定資産税は、我が国の資産課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹

税目であることを踏まえ、その安定的確保と課税の公平の観点から、負担水準の均衡

化・適正化を一層推進すること。 

四、税制の簡素化、税負担の公平化を図るため、非課税等特別措置について引き続き見

直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。 

 右決議する。 


